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 お客様の個人的事由、または渡航先移民局の判断により旅券・査証(ビザ)の発給を拒否された場合もしくは渡航先での入国

を拒否された場合。一度査証(ビザ)が却下されて再度アメリカ大使館・領事館でビザ申請手続きを行う場合、ケースによっ

て適切な追加書類の準備が必要です。この場合、各種書類の翻訳料・再手続き料として別途追加料金を申し受けます。追加

費用は、ビザ却下理由・必要書類の数・種類によって異なりますので、事前にお見積書提示の上再申請手続きを行います。 
 お客様が個人的な事由によりローンの承認が下りず手続きの継続が不可能になった場合。 
 天災地変・戦乱・暴動・運送、宿泊機関の事故・日本又は外国の官公署の命令、出入国規制・伝染病による隔離・自由行動

中の事故・食中毒・盗難・運送機関の遅延、不通、スケジュール変更・陸海空における不慮の事故・その他不可抗力の事由

により生じた損害。 
 渡航後はお客様個人の責任により行動していていただき、当社は研修中いかなる事故やトラブルに対して一切の責任を負い

ません。お客様の故意、過失、受入国の法令、公序良俗もしくは受入れ機関・滞在先の規則等に違反した行為により生じた

責任・損害等はすべてお客様個人の負担となります。またそれらの行為により当社が損害を受けた場合、当社はお客様から

損害賠償を申し立てます。 
 当社はアメリカ合衆国移民法最新情報に基づき J1 ビザ・インターンシップ・プログラムの運営、各種お手続をいたしますが、

受入機関の事情やアメリカ合衆国の都合により、移民法やプログラム内容に関して予告なしに変更される場合や、プログラ

ムが実施されなくなる場合があります。その際、当社は変更に関する情報を入手次第お客様にお知らせいたしますが、プロ

グラムの変更や中止については責任を負いません。 
 お申込者自身の都合、学校のルールの変更、アメリカ政府国務省又は移民局の突然の法律の変更など、当社の責任範囲を越

える理由においてのプログラム変更が生じた場合、一切責任を負うことはありません。 
 
T) 注意事項 
 
本契約内容は、2007 年 7 月 19 日現在のアメリカ合衆国移民法の規定に基づいて作成されていますが、やむを得ず、予告無しに

プログラムの内容変更、改訂、本契約内容の変更、プログラム料金の見直しを行うことがあります。本プログラムは、アメリカ政

府の承認を必要とするものであり、アメリカ政府の法律や規定の変更に伴い、都度プログラム内容の変更が生じることがあります。

いかなる事態においても、常にアメリカ合衆国移民法が最優先されます。




